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自転車による違反の検挙・送検数が 

急増 

 

◆増える危険自転車 

自転車の運転者が信号無視などの交通違

反で検挙される事例が急増していることが、

警察庁のまとめでわかりました。 

2008 年に都道府県警が自転車の運転者

を道路交通法違反容疑で検挙・送検したの

は 1,211件で、前年比で 49％も増えました。

このうち罰金など刑事処分の対象となる交

通切符（赤切符）を適用したのが 903 件、

残りは事故を起こすなどして送検した事例

です。検挙・送検の内訳では、信号無視が

262 件（対前年比 27％増）、遮断機が鳴る踏

切への立入りは 246 件（同 420％増）とな

っています。 

違反者には、注意を喚起する｢指導警告

票｣を渡すのが基本ですが、危険・悪質なケ

ースは赤切符を含めた送検の対象としてい

ます。 

 

◆自転車にも道交法が適用される 

 こうした背景には、自転車が道路交通法

上の「車両」の一種（軽車両）であるとい

う認識が不足していることが考えられます。 

 自転車も自動車と同様に、｢飲酒運転の禁

止｣｢二人乗りの禁止｣｢並進の禁止｣｢夜間の

ライト点灯｣｢信号を守る｣などの安全ルー

ルが法律で定められており、違反をすれば

懲役や罰金等の罰則の適用も、もちろんあ

ります。また、今年 7 月 1 日からは、傘を

差しながら、携帯電話を使用しながらの運

転も禁止されています。 

 「自転車なので大きな事故にはならない」

と考えている人も多いようですが、仮に相

手を死傷させた場合には、刑事上の責任以

外にも被害者に対する損害賠償という民事

上の責任も負わなければなりません。現に

数千万円という賠償金を支払った例も見受

けられます。 

 手軽な乗り物として、通勤などに自転車

を利用されている方は、正しいルールを知

ったうえで安全に運転をしてもらいたいも

のです。 

 

不景気下における企業の 

人事面での対応策 

 

◆企業はどんな対策をとっているか 

労働政策研究・研修機構が昨年 12 月に行

ったアンケート調査（全国 2,734 社が回答）

の結果によれば、各企業が行った「経済情

勢悪化への人事面の対応」として、以下の

ものが挙げられています。 

（１）残業規制（26.1％） 

（２）中途採用の停止・削減（21.5％） 

（３）配置転換（14.9％） 

（４）賃金制度の見直し（12.7％） 

（５）来年度新規採用の中止（12.6％） 

（６）派遣社員の契約打切り（10.3％） 

（７）期間工などの雇止め（9.8％） 

（８）従業員の賃金カット（8.3％） 

 

平成 21 年 7 月 20 日号

― 人と人との架け橋 ― 

川端経営労務事務所 社会保険労務士 川端 努 
 

〒540-0012  

大阪市中央区谷町 2丁目 5番 4 号 ラドルフビル５F 

ＴＥＬ 06-6945-5518／ＦＡＸ 06-6945-5087 

URL http://roumu-support.com 

E-mail  t-kawabata@roumu-support.com 



 2

◆希望退職・退職勧奨・整理解雇 

また、上記で挙げられている以外にも、

希望退職制度の実施、退職勧奨の実施、整

理解雇の実施などを行わざるを得ない企業

も多くなっています。 

一般的には、整理解雇を実施するにあた

っては、４つの要素（人員整理の必要性、

解雇回避努力義務、人選の合理性、手続き

の妥当性）が必要とされています。このう

ち、「解雇回避努力義務」について考えた場

合、希望退職を募集せずに整理解雇を行っ

た場合は「解雇回避努力義務」を十分に果

たしたとはいえないと判断するのが一般的

な裁判例の考えです。ですので、希望退職

を募集した後に解雇整理を行うのが企業に

とっての安全策だといえるでしょう。 

 

◆リスク回避を十分に 

希望退職を募集しても、これに労働者が

予定人数ほど応募してこないことがありま

す。この場合、退職の条件を労働者に有利

に設定し直し、２次募集・３次募集を行う

ことも考えられます。また、希望退職募集

と平行して、退職勧奨を実施する企業もあ

ります。 

その場合、勧奨が民法上の強迫になるこ

となどのないよう、慎重に手続きを進め、

また、法違反と判断されることのないよう、

専門家等に相談しながら進めていくのが企

業にとってのリスク回避策となります。 

 

依然として高水準・・・ 

労災（脳・心疾患および精神障害等）

の請求・支給決定状況 

 

◆高い水準が続く脳・心疾患および精神障

害等に係る労災の補償状況 

 平成 20 年度における脳・心疾患および精

神障害等に係る労災の補償状況が発表され、

労災の請求件数および支給決定件数とも高

い水準で推移していることが明らかになり

ました。 

 

◆過労死等の事案について 

請求件数は 889 件で、前年に比べ 42 件

（4.5％）減少しています。支給決定件数は

377 件で、前年に比べ 15 件（3.8％）減少

しています。 

業種別では、請求件数、支給決定件数と

も運輸業がトップ、ついで卸売・小売業と

なっています。職種別では、請求件数、支

給決定件数とも運輸・通信従事者が最も多

くなっています。年齢別では、請求件数は

50 歳～59 歳がトップ、ついで 60 歳以上、

その次が 40 歳～49 歳となっていますが、

支給決定件数では、60 歳以上と 40 歳～49

歳とでは逆になっています。 

｢長時間の過重業務｣により支給決定され

た事案として、1 カ月平均の時間外労働時

間数で見た場合、80 時間以上～100 時間未

満が最も多くなっています。 

 

◆精神障害の事案について 

請求件数は 927 件で、前年に比べ 25 件

（2.6％）減少しています。決定件数は 269

件で、前年に比べ 1 件（0.4％）増加してい

ます。 

業種別では、請求件数、支給決定件数と

も製造業がトップ、ついで卸売・小売業と

なっています。職種別では、請求件数は事

務従事者が最も多いのですが、支給決定件

数は専門的・技術的職業従事者が最も多く

なっています。年齢別では、請求件数、支

給決定件数とも 30 歳～39 歳がトップ、つ

いで 40 歳～49 歳となっています。 

｢長時間の過重業務｣により支給決定され

た事案として、1 カ月平均の時間外労働時

間数で見た場合 20 時間未満が最も多く、次

に 100 時間以上～120 時間未満となってい

ます。  

 

当事務所よりひとこと 

 これから夏本番ですね。猛暑厳しいとは

思いますが、皆様お体ご自愛なさってくだ

さい。 

 労務管理・就業規則・社会保険・年金のことでお困りの時は、お気軽にご相談下さい。 


